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一般社団法人 大阪損害保険代理業協会 

中央支部 



 

倫理綱領 

損害保険代理業は、損害保険業の発展を通じ、社会の安全を守り、福祉の向上に貢献する公益性の高い職業である。 

一般社団法人日本損害保険代理業協会の正会員に加盟するすべての損害保険代理店並びにその募集人は、社会が損害

保険代理業に課する使命、責任、義務に深い自覚を持ち、社会の信頼にこたえ、その繁栄に資するため、常に研鑽につとめる。

よって、ここに倫理綱領を定め、その遵守と実践を宣言する。 

 

1. われわれ損害保険代理業者は、損害保険ならびに代理店制度が社会の安定と福祉の向上を図るため、最善の制度であ

ることを確認し、損害保険の普及につとめるとともに、尊い職責を完全に果たし、消費者の信頼を高めるよう努力する。 

 

2. われわれ損害保険代理業者は、直接消費者に接する者として、常に知性、知識の研磨につとめ、資質を向上させ、消費

者の需要に的確に対応し、損害保険代理業者としての機能を高度に発揮することを誓う。 

 

3. われわれ損害保険代理業者は、名誉を重んじ、秩序を守り、公正な募集活動を推進し、同業者相互間においては、常に

友好的関係を保持し、損害保険代理業の地位の向上につとめる。 

 

4. われわれ損害保険代理業者は、損害保険会社及びその団体と友誼的関係を維持するとともに、英知を結集し、損害保

険業の発展に寄与する。 

 

5. われわれ損害保険代理業者は、損害保険業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するた

め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に向けて断固たる対応を行う。 

 



 

 

募集規範 

大阪代協の会員として厳守すべきことを表したものです。一般消費者が自由で、公平、公正な競争の中でニーズにあった損害

保険商品を購入することを可能とし、かつまた一般消費者の信頼を得るため、全ての損害保険の募集に従事する者が、自主的

に守るべきミニマム・ルール(規範)が必要であると考える。 

一般社団法人大阪損害保険代理業協会は上記に述べたミニマム・ルールとして次の募集規範を提言し、実践に努める。これ

を遵守し、消費者の利益に貢献します。 

（1）目的 

 全ての損害保険の募集に従事する者は、消費者の 4 つの権利（安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見

を述べる権利）を尊重し、以下に定める事項を遵守することによって、一般消費者の利益に貢献することを目的とする。 

（2）倫理規範 

1.社会性・公共性の自覚 

  損害保険業は、社会・公共の利益に貢献する使命を持つことを自覚しなければならない。 

2.自己研鑽 

  常に自己研鑽に励み、顧客サービスの質を高めるよう努力しなければならない。 

3.信義・誠実性 

  一般消費者に対し、常に公平、公正で、信義を守り、誠実でなければならない。 

4.信用の維持    

  常に自らの信用維持に努めなければならない。 

5.反社会的勢力との関係遮断 

  反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たないようにしなければならない。 

 



 

（3）行動規範 

1.商品説明 

  商品内容を説明する場合は、重要事項説明書等により、一般消費者が商品内容を理解し、 

  自主的な商品選択ができるよう、契約条項のうち重要な事項は必ず説明する。 

2.最適アドバイス 

  一般消費者のニーズに対し、適切な商品をアドバイスする。 

3.アフターサービス・アフターフォロー 

  契約後、適切なアフターサービス・アフターフォローを提供する。 

4.顧客情報を守秘 

  保険の募集に関し、秘密とすべき顧客情報は守秘する。 

5.法令等の遵守 

  保険業法およびその他の法令等を遵守する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2025 年度中央支部総会 次第 

 日時：2025 年 2 月 24 日（火）15:00～15:30 

 場所：大阪代協会議室 

        ZOOM：266 350 4234 パスワード：chuo 

〇総会 

１、 開会の挨拶 

２、 支部長挨拶 

３、 議長選任 

４、付議事項 

 第 1 号議案 2025 年度支部活動報告 

 第 2 号議案 2025 年度支部会計報告 

 第３号議案 2026 年度支部活動計画（案）承認の件 

 第４号議案 2026 年度役員人事改選（案）承認の件 

５、 その他 

 

６、閉会のあいさつ 

 

  



 

第 1 号議案  2025 年度支部活動報告 

 

開催日 会合名 テーマ 開催場所 参加人数 

４月 24 日 支部会 

セミナー 

「2025 年度会員向けオリエンテーション」 

講師 吹原事務局長 

大阪代協事務局・会議室 

ZOOM 

11 名 

5 月 28 日 支部会 

勉強会 

「ぼうさい探検隊」の運営について」 

～中央支部活動計画と運営について～ 

講師 ＣＳＲ委員会 川崎委員 

大阪代協事務局・会議室 

ZOOM 

7 名 

6 月 25 日 支部会 

セミナー 

「自己負担ゼロの空き家活用のご提案」 

講師 TOKIOMO 代表社員 林 元希 

大阪代協事務局・会議室 

ZOOM 

16 名 

7 月 23 日 支部会 「明日から使えるコンプライアンス研修～企業

におけるヒヤリハット・コンプライアンス違反事例

を弁護士目線で解説します～」 

講師 弁護士法人アスト  

代表社員 阿武 修平様 

大阪代協事務局・会議室 

ZOOM 

11 名 

8 月４日 支部会 大阪代協 LIVE ステーション 

 

大阪グリーンビル 7 階 20 名 

8 月 20 日 会員親睦 オープンゴルフコンペ 

 

ABC ゴルフ倶楽部 24 名 

9 月 17 日 支部会 

勉強会 

「代理店自己点検対応ならびに保険会社の

品質評価基準への対応について」 

講師 支部長 下地 直輝 

大阪代協事務局・会議室 12 名 

 



 

10 月 23 日 支部会 

勉強会 

 代理店賠責「日本代協プラン」保険金支払

い事例と保険金請求実務について 

講師 守屋組織委員長 

大阪代協事務局・会議室 17 名 

 

11 月 27 日 支部会 大阪代協 LIVE ステーション視聴 

 

大阪グリーンビル・会議室 20 名 

 

12 月 23 日 支部会 

勉強会 

 『士業連携の勘所』 

講師  佐藤 啓介 弁護士   

大阪代協事務局・会議室 11 名 

 

1 月 28 日 支部会 

勉強会 

新年会 

『医療現場の視点で考える交通事故対応 

講師 一般社団法人 隆起会 

代表理事 大瀧 隆博 様 

大阪代協事務局・会議室 20 名 

2 月 24 日 支部総会 

基調講演 

2025 年度中央支部総会 

｢保険代理店業の近未来｣ 

～インシュアテックの最前線～ 

株式会社 hokan 執行役員 

代理店事業本部長 羽鳥 大貴 様 

株式会社ＣＩＥＮ 

マネジャー森田 大地 様 

大阪代協事務局・会議室 ― 

 

  



 

第２号議案  2025 年度収支計算書の報告 

 

 



 

第３号議案  2026 年度支部活動計画（案） 

支部活動の強化、活性化のため、下記行事を計画致します。 

１、 支部会の月例開催 

２、 セミナー、勉強会等の教育活動 

３、 会員交流を目的とした活動 

４、 CSR 活動 

開催日 会合名 開催場所 

4 月 23 日(木) ４月支部会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

5 月 27 日（水） 5 月支部会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

6 月 25 日（木） 6 月支部会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

7 月 23 日（木） 7 月支部会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

8 月 4 日（火） 8 月支部例会 

LIVE ステーション・親睦会 

大阪グリーンビル・7 階会議室 

8 月 

日程調整 

ぼうさい探検隊・マップコンクール 参加 

 

― 

8 月 

日程調整 

オープンゴルフコンペ ABC ゴルフ倶楽部 



 

9 月 24 日（木） 9 月支部例会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

10 月 27 日（火） 10 月支部例会 

セミナー・懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

11 月 26 日（木） 11 月支部例会 

LIVE ステーション・親睦会 

大阪グリーンビル・7 階会議室 

12 月 23 日（水） 12 月支部例会 

セミナー・忘年会 

大阪代協事務局・会議室 

1 月 27 日（水） 1 月支部例会 

セミナー・新年会 

大阪代協事務局・会議室 

2 月 6 日（土） CSR 活動 大阪マラソンクリーンアップ 

 

扇町公園 

2 月 24 日（水） 2 月支部総会 

懇親会 

大阪代協事務局・会議室 

３月 4 日（木） ３月支部例会 

LIVE ステーション・親睦会 

大阪グリーンビル会議室 

 

  



 

第４号議案  2026 年度役員改選（案） 

 

大阪代協規則 H-4 支部規則第 6 条に基づき、支部役員の選出を行います 

 

中央支部として下記の役員をおく。 

４名（大阪代協理事） 

 

支部長 （理事）      安本 周史     

副支部長（理事）     山本 龍三     

副支部長（理事）     長谷川 瞬     

副支部長（理事）     金津 昌宏     

 

副支部長           大畠  勝廣     

 

 

 

会計責任者（1 名）    守屋  仁志     

監事（1 名）         渡辺 太一郎    

  



 

補足  2026 年度大阪代協各委員会委員推薦について 

大阪代協規則 H-3 委員会規則第 14 条に基づき、中央支部から下記委員を推薦します。 

 

委員会 委員 

企画環境委員会 辰巳 嘉彦 

中澤 一 

教育委員会 井口 義紀 

京塚 啓太 

組織委員会 市村 幸嗣 

山本 龍三 

前田 浩基 

CSR 委員会 川崎 敏司 

鈴木 登生 

事業活性化委員会 檜尾 誠司 

大畠 勝廣 

広報委員会 

 

― 

 

 


